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経済社会システムの構造変化に伴う価値体系変化と政府政策展開

廣田 俊郎

Changes in values and governmental policy evolution 

following structural changes in socio-economic systems 

Toshiro HIROTA 

Abstract 

Structural changes in socio-economic systems are being shaped by progress in information society, 

globalization, and deregulation. At the same time, various actions performed by the government, private 

companies, and individuals undergo changes due to changes in values. This article offers an analytical 

framework that can explain these changes. Based on this framework, this article tries to elucidate the 

relationship between changes in values at the governmental level and governmental policy evolution. Specific 

focus is targeted on the policy of the Ministry of Economy, Trade and Industry. Utilizing the newspaper article 

data, various governmental policy changes are clarified by referring to background factors, values, norms, and 

actual policy orientation. This article also points out the necessity of structural and process analyses on 

governmental organizations. 

Key words: Changes in Values, Governmental Policy, Policy Issues, Action Formation Process, Ministry of 

Economy, Trade and Industry 

抄録

情報化、グローバル化、規制緩和などに見られるように、経済社会システムの構造変化が生じつつあり、

それとともに政府レペル、企業レベル、個人レベルの各層において価値体系の変化を伴う行為内容変化が

見られるようになってきている。本論は、このような事態を説明するための分析枠組みを述べたうえで、

特に政府レペル、その中でも経済産業省の政策変化に焦点をあて、政府レペルの価値体系変化と政府政策

展開との関連の解明を試みたものである。その際、経済産業省の各面にわたる政策展開の理解にあたっては、

新聞記事検索によって得られた情報データに基づきながら、各種の政策展開毎に関連する背景状況、価値

体系、規範、行為の方向づけ、などの複合的観点から説明することを試みた。また行政組織についての構造・

過程分析の必要性も論じた。

キーワード：価値体系変化、政府政策、政策イシュー、行為決定プロセス、経済産業省
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I 序

法制度、政府政策、定型化された企業行動様式、人々の行動習慣などを通じて、財・サ

ービスの生産・販売・収入・分配・ 消費のしくみが安定的なものとして形成されてきたも

のを経済社会システムの構造と呼ぶことができる。ところで、そのような経済社会システ

ムの構造が、近年急ピッチで進行する情報化、グローバル化、規制緩和などの変化によっ

て、大きく揺さぶられてきている。すなわち、それらの変化が次々と解決の困難な様々の

政治・経済・社会問題をもたらすようになってきており、そのような諸問題を解決するた

めに、政府レベル、企業レベル、個人レベルのそれぞれにおいて行動様式の変革が要請さ

れるようになってきている。ところが、現実には、そのような行動様式の変革を速やかに

実現することが容易なことではないため、変革が先送りされることがしばしばである。そ

の結果として、政治・経済・社会諸問題はさらに累積していくこととなる。このような問

題状況を打開するためにも、政府レベル、企業レベル、個人レベルのそれぞれにおける行

動様式の変革をなし遂げさせるものは何であるのか、あるいはその変革を妨げているもの

は何であるのかの究明が求められているのではないだろうか。ところで、この問いについ

ての仮説としては、行動様式の変革は、現時点での問題がどのようなものであるかを見つ

め直すとともに、行動様式を基盤において規定する価値体系のあり方を再検討することに

よってなしとげられるのではないか、というものであるが、本稿ではこのような仮説をめ

ぐって検討を行っていきたい。

すなわち、本稿は、現在のような変革期において、経済社会の各側面において問題が累

積してくるとともに各層における価値観の変化が生じてきている事態について、特に政府

部門の価値体系変化に焦点を合わせて検討を試みようとするものである。すなわち、経済

社会システムの構造変化に対応するため、政府部門も政府政策展開のあり方を変更しなく

てはならなくなって来ていることを政府部門の価値体系変化と関わらせて論じようとする

ものである。

]I 分析枠組み

経済社会システムの営みとダイナミクスは、それを構成する諸個人の行為システムの複

合と連鎖とから成り立っていると考えられる。そして、そのような複合行為システムの中

の一つのクラスターとして、企業群の展開する市場システムのダイナミクスがあり、他の
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クラスターとして、政府などの規制部門が繰り出す政策展開のダイナミクスがあると考え

られる。また、社会の中で種々の仕事、役割を担当する以上のセクターとは別なものとし

て、個人、生活者のクラスターも考えることができる。経済社会システムがこれらのセク

ターから成り立っていると考えたうえで、経済社会システムの構造変化に伴う政府政策展

開と価値体系変化という論点をめぐる分析枠組みとして、図 lで示されるような変化の諸

関連が見られると考えることにしたい。まず、経済社会システムの構造が、情報化、グロ

ーバル化、規制緩和の進行とともに、徐々に変化していくという事態を想定する。それと

ともに、政府、企業、個人の各レベルにおいて、状況の新たな把握がなされ始め、それと

ともに新たな価値体系が起動させ始められていると考える。

政府
し_:J新しい政策

経済社会における I 1価値体系変化
変化動向

.(J. 

経済社会システム 1

の構造変化
;,I I~ 業新製品

個A-W値体系変化―[」｀スしいライフ
価 タイル

図 1 分析枠組み

このように、諸個人、企業群、政府部門がそれぞれの価値体系を現状変化に適合するよ

うに修正するとともに、新たな価値観をふまえた新たな行動展開を行っていると考えたい。

すなわち、諸主体の行為変化については、状況的側面の変化の側から説明できるだけでな

く、その価値的側面の変化の側からの説明も可能であると考えたいのである。なお本稿で

は、状況的側面の変化としては、経済社会における変化動向として生じている側面に焦点

をあてて、そのような変化動向に対し、主体が、その価値体系のあり方をどのように見直

しながら、行為システムを再構築しようとしているのかを特に政府部門の政策展開に焦点

を当てて把握していきたい。
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皿 経済社会システムの構造変化と各種主体の価値体系変化

このように、本稿で主眼とする対象は、政府部門における価値体系変化と行動様式の変

革の解明なのであるが、本節においては、予備的考察の意図をもって、個人および企業、

政府レベルのそれぞれの価値体系のあり方を検討し、もし、それらが連動しているとすれ

ば、どのようにそれらが連動しているのかの可能性を探っておきたい。

1. 個人の価値体系

このような意図をもったうえで、個人、企業、政府の価値体系の検討をしていくことに

して、まず諸個人の価値体系については、パーソナリティの欲求の側の観点から考えるこ

とができる。例えば、マリノフスキーは、①新陳代謝、②生殖、③身体の保全、④安全、

⑤運動、⑥成長、⑦健康、などを生物学的な「七つの基本的欲求」と考えた I,。またトマ

スは、①新しい経験の願望、②社会的認知の願望、③支配の願望、④安全の願望、という

一連の願望のリストを考えた 2'。またサムナーは、諸個人が飢え、愛、虚栄、恐怖に関す

る欲求充足を求めていると考えた。サムナーは、これらの欲求充足を求めるべく、敵対、

競争、威圧、共同などの相互作用が生じてくるとともに、そのような欲求を充足しようと

する努力が、結合、組織、慣習、制度、フォークウェイズ（民習）などに結実すると考え

だ。さらに言うまでもなく、マズローは、①生理的欲求、②安全欲求、③愛情欲求、④

尊敬欲求、⑤自己実現の欲求、というように欲求が階層的なものとして存在していると考

えた'。

このような個人レベルの価値体系に関する見解に共通なものとして、餓え、生殖、新陳

代謝、生理的欲求のような極めて生物学的欲求が一方の極にあげられてきた。ただし、こ

の生物学的欲求については、身体の慰安、安全などの快適欲求もその一部として含められ

うる。また、新しい経験、自己実現の欲求などのような精神的欲求が他方の極にあげられ

てきた。それとともに、社会的認知、虚栄、愛情欲求、尊敬欲求のような他の人との関係

でとして生まれる社会的な欲求も共通に認められてきたと言えるであろう。

1)マリノフスキー (1958)pp.101-134参照。
2)船津衛 0976)pp.97-98参照。
3)サムナー (1975)pp. 7-10、pp.29-30参照。
4 l A・H・マズロー (1971)pp.89-117参照。マズローによれば、人間がパンのみによって生きていると言うことは、

パンのないときには事実である。しかし、パンが豊富にあり、人間の食欲がいつも満足されている場合には、人
間の欲望はいったいどうなるであろうか、と問いかけを行う。すぐに他の（より高次の）欲求が出現し、生理的

空腹よりも優位にたつ。また、そのような欲求が満足されると、再び新しい（より高次の）欲求が出現する。以
上をもって、人間の基本的欲求はその相対的優勢さによってヒエラルキーを構成していると考えられている。

-164-



経済社会システムの構造変化に伴う価値体系変化と政府政策展間（隈[Fl)

2. 企業の価値体系

次に、企業における価値体系を考えるに当たっては、 I. アンソフ (1969)の議論を参

照することにしたい。彼は、企業が行動や戦略を展開するに当たって、全社目的の明示化

が必要となると考え、そのような全社目的は、階層性をなしていると考えた C,'o

企業の目的と制約

短期目的（投資利益率）

経済目的 ｛長期目的（成長率、安定性、財務比率、技能の層の厚さ、資産の年令）

柔軟性目的（流動比率、自己資本／負1貴、流動資産／固定資産）

個人の経済目的（所得、キャピタル・ゲイン、職務保証、付加給付）
非経済目的｛

個人の非経済目的（博愛主義、個人的倫理観、社会的責任、地位と名声）

責任と制約 制度面の制約（雇用の保障、社内からの昇進、一般大衆のイメージ）

図2 企業目的の体系

このような目的リストの中に、何よりも企業自体の存在を確固たる目的としての経済目

的が見いだされるし、他方、企業の持つ社会性を反映した目的としての「責任と制約」な

どの側面が見いだされる。また企業が至上価値としての成長追求や、博愛主義、個人的倫

理の追求などの側面も見いだされると言えよう。

3. 政府の価値体系

明治維新直後の政府の価値体系は、殖産興業、富国強兵というものであり、欧米に追い

つき追い越すことをナショナル・ゴールとして政府が主導して国づくりに取り組んできた h 。

また太平洋戦争に敗戦後、復興への道をたどる中で、政府部門を支えた価値体系としては、

当初は、食糧増産、基礎物資、エネルギー資源確保を実現することに主眼が置かれたが、

次第に、工業立地条件の整備、治山、利水に力点が移り、さらに高度経済成長期にはマイ

ホーム主義を支える所得倍増計画が構想された。しかし、高度成長期の終焉に伴って、国

としての安定的かつ調和的発展のため、大都市に中枢管理機能を集中、工業など産業開発

は極力地方に分散するという方針が打ち出されるようになり、さらに地方主導型の定住構

想、自然環境、生活環境、生産環境の調和のとれた人間居住の総合的環境の形成がうたわ

5) アンソフ (1969)pp.55-93参照。
6) Samuels (1991)、サミュエルズ (1997)参照。彼によれば、殖産典業と宜国強兵というスローガンは、明治時

代に形成されていった国家イデオロギーを支える―．本の柱であった。
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れるようになってきたと言える 71。

なお現時点での政府の目標に関連して、行政改革会議の最終報告では、国家の 4機能と

して「国家の存続」「国富の確保・拡大」「国民生活の保障、向上」「教育や国民文化の継承・

醸成」をあげている。本稿で特に焦点をあてる経済産業省については、以上の機能のうち、

「国富の確保・拡大」という国家機能を担うことが期待されている 81。

4. 戦後の各期における主要な価値

このような個人レベル、企業レベル、マクロレベルの価値体系が考えられるとして、戦

後のいくつかの期間毎に、どのような価値が特に重要なものとして取り扱われてきたかと

言うことについて、次のような表を作ることができると考えた 91。そこでは、戦後直後の

十年間、高度成長期、安定成長期などのように時期を区分し、それぞれの時代における国

の政策価値として何が一番重要視されたのかの推移をまず考えた。次に、同じような時期

区分のもとで、企業レベルの価値がどのように推移してきたかを考えた。ただし、ここで

の特徴づけとしては、国レペルでの特徴づけと異なって、数多くの企業についての説明を

試みることになるので、当然その中には様々なバリエーションが存在する。そのような多

様なバリエーションの中でも代表的、一般的な企業を想定して、その価値体系のあり方を

かなり図式的に示したものである。

また同様に個人レベルについても、企業についてより以上の多様性が考えられる。そこ

で、企業レベルについての取扱い方と同様に、代表的、一般的な個人の価値観について、

マズローの欲求階層説で示された諸価値の中で何が一番優勢であったかを想定しながら表

記入を行ったものである 101。多様な個人がいずれの時期にも存在し、多様な暮らし方を展

開していたはずであるが、ここでの表記入は、あくまでも代表的、一般的な個人について

行ったものであり、議論を分かりやすくするためマズローの欲求階層説で述べられた諸欲

求の中から諸価値を取りあげてまとめたものであることを指摘しておきたい。

なお表 lは、 1985年までの時期区分を示しているに過ぎないが、 1985年のプラザ合意を

7) 片桐 (1985)pp.84-88参照。
8) http://www.meti.go.jp/policy/newmiti/mission/msnOOOOO.htm 参照。
9) この表作成は、片桐 (1985)で展開されている議論に基づいて行った。
10) この表記入は、三隅 (1977)pp.122-125を参照しながら行った。三隅 (1977) によれば、大衆の欲求体系の中心

領域が生理的欲求ないし安定欲求で占有されていれば、その他の欲求は中心領域からはなれた周辺領域に位置づ
けれることになる。しかしながら経済の高度成長をもたらした生活の「豊かさ」は、大衆の欲求の主座に少なく
とも充足を与えてしまい、その結果、より上位階層の欲求が主座を占めるようになると主張されている。社会的
欲求と自尊欲求が今や、大衆の欲求体系の中心領域のなかに大きな岩のさけめからにじみ出る岩清水のように湧
き出し始めたと考えられている。
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表 1 戦後の各期における各レベルでの主要な価値

1945~1955 1955-1960 1960~ 1965 1965~ 1975 1975~ 1985 

国の政策 食糧増産、基 工業立地条 マイホーム 大都市に中 地方主導型
レベル 礎物資、エネ 件の整備、治 主義を支え 枢管理機能 の定住構想、

ルギー資源 山、利水 る所得倍増 を集中、工業 自然環境、生
確保 計画 など産業開 活環境、生産

発は極力地 環境の調和
方に分散 のとれた人

間居住の総
合的環境の
形成

企業レベル 存続 利益＋成長 雇用の保証、 社会的責任 グローバル
ニッチの確 地域経済へ を果たし、制 企業をめざ
保 の貢献、業界 約をまもる す、市場パワ

団体の形成 ーの保有を
めざす

個人レベル 生理的欲求 安定欲求 所属と愛の 自尊欲求 自己実現
欲求 欲求

経て円高時代に突入し、日本経済社会もより直接グローバル経済社会の動きの中に取り込

まれていくことになった。つまり 1985年以前は、日本経済社会という 1国の単位で経済社

会現象を考えることも可能であったかも知れないのに対して、 1985年以後はグローバル経

済社会との関連で国のあり方を考えざるを得なくなったと言うことである。このような日

本経済社会のグローバル経済社会への組み込みとともに、ポストモダンといってもよい時

代を迎え、多様な価値が共存する時代になったとも言える。それに伴って、個人レベルに

ついても、企業レベルについても、多様な価値の共存が見られるようになってきたと言え

るのではないか。たとえば、企業レベルの価値についても、利益追求を目指すとともに社

会的責任の追求もめざし、独自なコンピタンスを追求しながら社会に認められようとする

状況が見られるようになってきたと言えるのではないか。また国の政策についても、多様

な観点から、多様な政策が展開されるようになってきたと言えるのではないかと思われる。

V 行為決定プロセスのモデル

1. 行為決定プロセスを構成する諸要素

ここでの議論のねらいは、政府部門の政策展開が、その価値体系の変化とともに、様々

な変化を見せつつあることを示すことであるが、このことを論ずるためのより一般的な理

論として政府部門を含む様々な行為主体を考え、そのような行動主体が行為形成を行うと
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きに、どのような要因を参照しながら意思決定内容を決定していくかを考察してみたい。

そのような議論をふまえることによって、価値観の変化と行為決定内容の変化との関係が

明らかとなってくると期待される。

以上のようなねらいをもって考察を行うことにするとして、政府部門を含む種々の組織

体やその成員が行為決定を行うに当たっては、情報の入手、加工、変形、創造、蓄積とい

うサイクルを日々頼み重ねていっていると考えることにする。そのような行為決定のため

の情報処理サイクルの解明を行うため、その情報処理サイクルを構成する要素にはどのよ

うなものがあるのかをまず検討していきたい1110

この行為決定のための一連の情報処理のサイクルは、サイモン (1945) によれば意思決

定の過程である 121。サイモンは、意思決定を行うための要素として決定前提を考え、さら

にそれを、事実前提と価値前提とに区分した。占部 (1974) によれば、そのような事実前

提に対応するものとして、①各種の状況を処理することを可能にする熟練と知識、②特定

の問題に、その基本的な熟練を応用するのに必要な現状についての情報、を考えることが

でき、価値前堤に対応するものとしては、①組織目的、②能率の基準、③公正の基準、④

個人的価値、を考えることができる1310

コノリー (1977) も、意思決定が組織においてなされるプロセスにあたって行われる情

報処理プロセスに注目し、そのプロセスにおいて必要とされる情報概念を整理した141。彼

によれば、状態関連情報、代替案関連情報、結果関連情報、プロセス関連情報、計算関連

情報、基準関連情報などの諸情報が情報処理プロセスにおいて必要とされる。状態関連情

報と代替案関連情報は、サイモンの事実前提に対応するものであるし、基準関連情報は、

価値前提に対応するようなものである。結果関連情報、プロセス関連情報、計算関連情報

などは、意思決定を行う途中の段階で必要とされる情報であると位置づけることができる。

またファラロ (1976) も、行為決定にあたっては、事実情報のコード化、行為内容のイ

メージ形成などの事実情報と、行為者の行為指向を指示する「地図」や規範などの価値情

報との両側面を必要とすることを述べている叫

以上で述べてきたように、どのような主体が行う行為決定についても、各種の情報要素

が必要とされるが、それらの必要情報要素は、大きくは事実的情報要素と価値的情報要素

とに分けられる。表2は、種々の論者が示している情報要素を事実的情報要素と価値的情

11)広田 0982)pp.39-41参照。
12) Simon 0945) pp.1-3参照。
13)占部 0974)pp.146-149参照。
14) Connoly (1977) pp.210-213参照。
15) Fararo (1976) pp.111-117参照。
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報要素とに区分して示したものである。

表2 情報処理サイクルを構成する諸要素

サイモン（占部） コノリー ファラロ 広田

事実データ

I 提

各種の状況を処理することを可 状態関連情報
事実的情報 能にする熟練と知識、 コード化 入手・検索

要素
特定の問題に、その基本的な熟 代替案関連情報 イメージ練を応用するのに必要な現状に 行為モデル作成・

ついての情報 適用

7'aセス関連情報

公正の基準 結果関連情報 規範 組織規範

価値的情報
価

個人的価値

! 計算関連情報
要素 組織目的 状況地図 維織価値

能率の基準 基準関連情報

2. 行為決定プロセスの諸段階

以上で述べた行為決定プロセスについて、その時間的な経過をより明示的に示したもの

が図 3である。意思決定主体は、一連の情報要素を結合しながら、行為内容や行為形式を

決定していく。このような行為決定プロセスを、ここでは四つの段階から成るものと考え

ることにする。さて、行為決定プロセスの第 1の段階は、現在の状況に関する様々な事実

データを入手して、事実的な情報確認を行ったり、従来の歴史的データを検索したりする

ようなデータ入手・検索段階である。ファラロ (1976) によれば、情報インプットは、コ

ード化された意味ある形態に変換されて処理される 16>。たとえば、個人が非常に熱い物を

触ってしまったときには、瞬時に刺激に対して反応し、その熱い物をはねのける。企業の

場合では、売上が減ってきたという状況が見られた場合、それをコード化して、何パーセ

ント程の売上減であると言うように客観的なデータとして受けとめる。

行為決定プロセスの第 2の段階は、組織価値として、どのような点に重点が置かれてい

るのかを確認する段階である。ファラロ (1976)の場合は、志向性の地図として価値を考

えている 17¥。企業の場合であれば、売上が減ってきたという事実情報が示されたとして、

そのような事態に対する対応を考えるときに何を価値として重要視しながら、今後の対応

16) Fararo (1976) p.116参照。
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を考えようとする時に参照される頭の中の地図のことである。そのような志向性の地図は、

行為決定プロセスにおいて、今後行うべき行為についての基本的な方向づけを行い、基準

を定めるものである。そのような志向性の地図、すなわちある種の価値観が組織に埋めこ

まれ、一連の行動に確固たる影響を及ぽすようになっている場合、組織はセルズニックに

よれば、制度となっている。ただし、そのような価値観のあり方は、組織が直面する状況

がどのようなものであるのかによって影響を受けることもあり得る。

内部ダイナミクス

コード イメージ形成

状況データ把握 行為方向づけ

情報インプット ヽ

｀ I~ ＇ 
7 行為

地図（指向） 規範

（維織価値） （組織規範）

外部ダイ ナミクス

~ 

フィードバック

図3 行為決定プロセスの諸局面

行為決定プロセスの第 3の段階は、組織風土ないし組織規範の確認である。それは伊丹

(1980) によると、意思決定の共通的パターンであり、個人の努力の程度についての規範

である 181。すなわちどの程度質の高い情報処理をすることが当り前と考えられているか、

の程度である。このような個人のモラールの程度を示す組織風土あるいは組織規範だけで

なく、どれ程創造的な意思決定を行うか、あるいはどれだけ顧客志向を重視しながら対処

すればよいのかについての規範も考えられるのであり、そのような規範は、組織に埋めこ

まれることによって、行為決定のあり方に大きく影響することになると考えられる 1910

17) Fararo (1976) pp.111-117参照。行為システムは、安定的な基盤を保有しており、それが図3における地図（指向）
と規範の部分である。このような安定的な基盤のうえに、環境情報が取り入れられ、行為アウトプットに変換さ
れる。ただし、この安定的な基盤自体が見直され、変化を生ずる場合は内部ダイナミクスが生じていると考えら
れている。それに対し、行為システムが環境との相互作用の中で繰り広げるダイナミクスは外部ダイナミクスと
呼ばれている。

18)伊丹 0980)p.109参照。
19)組織に埋め込まれた規範についても、環境の変化や組織自体の体質の変化などによって、その有効性が失われる

時点が来ると、その時には組織規範自体の変更を伴うような、アージリス＝シェーン (1978)のいう二重ループ
学習がなされる。
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行為決定プロセスの第 4の段階は、なすべき行為を具体化する段階である。現実状況の

事実把握のうえに、現在の価値体系や規範を基盤としつつ、何をなすべきかの具体化を行

う段階である。すなわち、行為主体が、その直面する状況についての事実把握を行った後、

一定のものの考え方をふまえつつ、何らかの行動代替案を導出する段階である。ファラロ

0976)は、行為システムがイメージ形成を行うことを通じて行為というアウトプットを

生み出すと考えている2010 

以上で見てきたように、行為決定に当たっては、まず現在の状況についての事実データ

を入手・処理し、それとともに現在何が重要とされているのかの価値的判断を形成し、そ

の上で、どのような行動をなすべきか、その場合、どのような規範に従って行うべきかの

規範を参照しつつ、なすべき行為の具体化を図っていくと考えることができる。

v 政策決定プロセスと政策イシュー変化

1. 政策決定プロセスのモデル

本節では、政府部門、その中でも特に経済産業省の政策展開に焦点を合わせて、検討を

行っていきたい。ところで、政府部門の政策形成プロセスについては、多様な見解が示さ

れてきた。中野 (1992) は、わが国政策過程における影響カシステムの類型を、①政府・

与党幹部政治、②永田町政治、③国会政治、④エリート協調政治、⑤顧客志向政治、⑥世

論政治、の 6類型に区分している 21,0 

本稿では、経済産業省を一つの政策決定主体と見て議論を展開したいので、このような

立場と適合的な政治モデルは、①政府・与党幹部政治類型ではないかと考えられる。すな

わち、①政府・与党幹部政治は、首相、閣僚、行政官庁・官僚と、与党の公式機関である

政調会と政治家を主たる参加者として構成されるシステムであり、この類型は、官庁・官

僚と与党・政治家との相互依存関係が特に濃密なシステムであり、また官僚制が他のシス

テムに比べて相対的に強い影響力を行使するシステムでもある、と特徴づけられている。

なお、中野 (1992) においては、この政府・与党幹部政治の下位類型として、 1)官邸政

治、 2)与党・大蔵省幹部政治、 3)官僚主導政治、の 3類型が示されているが、本稿で、

経済産業省における近年の政策展開の変化をとらえようとしたとき、その変化の中の一部

は官邸主導で推進されている経済社会構造改革に関するものであり、その意味で、官邸政

20) Fararo (1976) pp.116-117参照。
21) 中野 (1992)pp.83-133参照。
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治の側面が妥当する局面は確かに存在すると言える。ただし、より具体的な課題としての

競争力政策、科学技術政策、エネルギー政策、国際政策、地域政策、などについて一番適

合的な政策モデルは、官僚主導政治類型であると考えられる。

また、小島 (2003)は、「政策の窓モデル」を提示し、①問題の認識・定義にもとづく

アジェンダの設定、②複数の多様な政策代替案の生成•特定化、③政策代替案の選択によ

る正式な決定・正当化、④決定・正当化された政策の実行、という段階を経て、新たな政

策が導出されることを論じようとした221。これらの諸段階は、筆者による前節の行為決定

プロセスの議論と親和性の高いものであると考えたい。ただし、「政策の窓モデル」にお

いては、多様な参加者の相互作用による政策展開のダイナミクスが検討されているが、広

田 (1982)においても、組織の内部に限定してではあるが、多様な構成員をいかに相互作

用させながら、新たな動きを作り出していくかについては、マニュアル型、ガーベージ缶

型などの類型が提示されていた231。それらの類型の中でも構成員に自由な模索を許容する

ガーベージ缶型情報管理モデルが、「政策の窓モデル」と親和性の高いものであるのでは

ないかと考えたい。

さらに、 Hogwoodand Gunn (1984) は政策形成モデルを① 「合理的」政策形成モデル、

②現実記述的政策形成モデル、③処方箋提示型政策形成モデルに区分して論じた241。これ

らの中で、① 「合理的」政策形成モデルは、サイモン (1947)の議論をベースとする

もので、 1)情報収集、 2)政策オプションの同定、 3)政策オプションの結果評価、 4)

予想政策結果を価値の観点から評価、 5)優先オプションの選択、というプロセスを経て

政策形成が行われると考えるものである。また、②現実記述的政策形成モデルは、 1)心

理的制約、 2)多元的価値の存在から来る制約、 3)組織的制約、 4)費用制約、 5)状

況的制約などの諸制約から、現実の政策形成については合理性の実現が妨げられること、

現実の政策形成はリンドプロム (1968)の示すように漸進的（インクリメンタル）なもの

となることを強調するものである。さらに、③処方箋提示型政策形成モデルは、サイモン

モデル的側面とリンドプロムモデル的側面の両者を含むものであると考えられる。

Hogwood and Gunn (1984) は、政策形成モデルについては以上のような類型を考える

ことができ、各類型毎に質的に異なった政策形成パターンが見られることを示そうとした

が、同時にどのような政策形成モデルについても妥当する一連の標準的ステップの存在を

明らかにした。それは、①政策イシュー探索、アジェンダ設定、②政策イシューのフィル

22)小島 (2003)pp.233-250参照。
23)広田 (1982)pp.41-42参照。
24) Hagwood and Gunn (1984) pp.42-64参照。
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タリング、③政策イシュ一定義、④予測、⑤目的と優先順序の設定、⑥政策オプション分

析、⑦政策実行、モニタリング、コントロール、⑧政策評価とレビュー、⑨政策維持、継

続、終結、などである251。このようなリストの中で、政策イシューの探索、フィルタリング、

定義など、政策イシューの確定に関わる活動が政策形成プロセスの中でもまず第 1に重要

なことであると考えたい。

2. 経済産業省（通商産業省）の政策イシュー変化

本節では、政策形成プロセスの中でも最も根源的なものと考えられる政策イシューの確

定という行為に焦点を合わせ、経済産業省の政策展開を通じて取り扱おうとする政策イシ

ューが、この10年間に、どのように変化してきたかを把握したい。

その方法としては、日経テレコンによる新聞記事検索（日経新聞、日経産業新聞、日経

流通新聞、日経金融新聞）を用いることにした。すなわち、記事検索のキーワードとして

は、経済産業省（通商産業省）および政策というものを選び、経済産業省による様々な政

策取り組みに関わる新聞記事をリストアップした。そのうえで、それらの記事が、それぞ

れ、どのような側面に焦点を合わせたものであるかについての分類を行った。そのような

分類毎に各年の新聞記事件数がいくらあるかを記入したものが表3である。

その表によって、個別産業てこ入れ（行政指導）のように、近年急速に取りあげられな

くなった政策イシューがある反面で、金融システム対応、デフレ対応など近年急に取りあ

げられるようになった政策イシューがあることが分かった。このことについては、一つに

は、経済社会の直面する状況がどのようなものであるかに大いに依存していることと、省

庁再編に伴って新たな経済産業省の方針の一部が中央省庁等改革基本法などにおいて示さ

れていることにもとづいて、このような変化がもたらされてきたと考えられる。また、経

済見通し、予算関連、エネルギー政策など、毎年経常的に取り組まれている政策イシュー

もあることも分かったし、円高対応、景気政策など循環的に対応がなされているものがあ

ることを見出すことができたと言えよう。

表3で示されたこれらの政策イシューの変化自体は、その変化の源が外部環境の変化、

あるいは法制的な変化などによるにせよ、通産省、経済産業省の問題意識、価値観を間接

的にではあるが、反映していると考えられる。なお、 2001年 1月に実施された省庁再編成

に伴い、通商産業省は経済産業省へと名を変えた。このこととの因果関連は明確ではない

が、 2001年度からの新聞記事件数は、それ以前に比べて、どの項目についても少数となっ

25) Hagwood and Gunn 0984) pp.24-25、pp.67-127参照。
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ている。なお2003年度については、最初に原稿を提出したときには、年度途中までのデー

タしか得られていなかったが、初校の段階で 1年分全部の記事を参照し得た。

表 3 経済産業省（通商産業省）の政策イシュー変化

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

I 
組織改革 5 10 3 16 18 3 2 16 7 1 

人事 45 30 27 33 16 22 15 4 8 4 

政策評価 14 16 12 7 11 

゜
4 3 1 3 

構造改革 14 3 31 53 5 18 ， 2 5 10 

政治対応 40 10 16 7 10 6 14 12 1 15 

税制改革 18 10 4 18 ， 5 12 1 7 10 
構 金融システム対応 5 19 19 ， 8 15 ， 8 11 12 

坦`出 不良債権対応、産業再生 1 3 1 3 5 6 2 3 5 11 

デフレ対応

゜
1 

゜゚
1 3 

゜
1 ， 

゜改 円高対応 6 15 

゜゚
1 1 2 

゜゚
1 

革 景気政策 11 7 ， 4 21 14 4 3 1 2 

雇用政策 7 ， 3 1 4 8 2 1 2 4 

消費者・生活者対応 20 1 

゜゚
10 6 5 1 4 3 

経済見通し・予算対応 17 14 18 7 17 13 6 6 2 12 

競争政策 19 10 20 18 3 ， 7 4 3 1 

競 規制緩和 46 25 10 56 27 17 11 

゜
2 6 

争
個別産業てこ入れ 51 50 19 14 23 16 8 

゜
1 ， 

産業競争力 7 7 3 7 7 33 4 6 5 8 

力 企業力強化 7 3 3 1 ， 12 11 

゜
1 4 

政
標準化 1 1 

゜
4 

゜
3 

゜゚ ゜
3 

ベンチャー促進策 25 20 14 7 8 22 8 4 2 14 
策 取引システム整備 14 12 7 7 13 6 2 3 1 1 

新しい企業行動対応 7 7 5 5 1 2 2 

゜゚
11 

且畠
産官学連携 3 5 3 2 1 7 3 

゜
1 5 

知的財産政策 2 2 3 1 4 4 6 3 10 10 

情報通信政策 31 26 20 18 10 14 32 7 1 19 
ハイテクノロジ一対応 6 6 10 1 11 6 11 4 1 14 

工 エネルギー政策 26 28 28 47 23 22 50 ， 12 22 
ネ
ル リサイクル政策 5 

゜
2 5 3 4 

゜
1 3 2 

ギ
I 環境政策 15 12 11 33 24 29 12 4 6 10 
岱 安全 3 10 8 2 1 

゜
1 1 5 10 

通商政策 31 33 16 6 10 20 11 ， 5 10 
国 ODA政策 1 

゜
1 8 

゜゚ ゜
1 2 

゜際
国際協調政策 49 12 14 8 5 11 6 6 1 8 

政
策 対外投資 7 10 ， 3 1 4 

゜
1 

゜
5 

外国事情情報収集 19 10 14 4 ， 1 2 3 5 1 

塁
地域経済政策 24 34 24 20 31 32 ， 8 4 17 

政 中小企業政策 15 16 7 ， 11 25 4 

゜
2 22 

策 産業空洞化対応 7 2 1 1 5 4 

゜
1 

゜゚
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VI 経済産業省の政策展開実際例の検討

1. 政策イシューに関する行為決定プロセス諸局面

前節の検討を通じて、経済産業省（通商産業省）が取り組んでいる政策イシューには、様々

なものがあることを見てきた。特に、この数年で急激に変化してきた側面があることも見

てきた。そのような経済産業省の政策展開をより詳細に把握するため、日経新聞記事検索

によって、興味深いと思われた記事の本文に着目し、その記事の中に示された、①状況デ

ータ把握に関する記述、②価値体系に関する記述、③規範に関する記述、④政策の具体化

に関する記述を抽出して表にまとめたものが表4である。

このような表を作成するねらいは二つあり、第 1のねらいは、「W 行為決定プロセス

のモデル」において示した枠組みが妥当性を持つことを検証することである。すなわち、

「W 行為決定プロセスのモデル」を通じて示されたことは、どのような政策展開につい

ても、当初には事実の把握がなされ、そのもとで、何が必要であるのかの価値づけを行い

つつ、どのような対応が望ましいのかに関する規範にもとづいて、政策展開の具体化が図

られているということであった。このような観点から一連の政策取り組みが理解できるか

どうかを検討しようとしたのである。また、第2のねらいは、経済産業省の政策展開の試

みを、個々の政策展開のコンテクスト、価値づけ、政策具体化などの試みと有機的に一体

化して理解しようと試みることであった。表4のようにまとめることによって、上記の二

つのねらいは達成することができたと思われる。

2. 行政組織についての構造・過程分析の必要性

経済産業省には、大臣の下に、副大臣、大臣政務官、事務次官、経済産業審議官などの

スタッフ職が置かれるとともに、大臣官房、経済産業政策局、地域経済産業グループ、通

商政策局、貿易経済協力局、産業技術環境局、製造産業局、商務情報政策局、商務流通グ

ループなどの局とグループが置かれている。さらに、外局あるいは特別の機関として、資

源エネルギー庁、原子力安全・保安局、特許庁、中小企業庁などが置かれている。このよ

うな組織編成の基礎には、①経済全体をミクロとマクロ両面からとらえ、経済構造改革を

推進する、②地域における経済産業の振興に取り組む、③重層的な対外的経済関係に対応

できる体制に、④産業政策と技術政策との一層の融合と環境政策との一体化、⑤産業の現

場や経済の実態を巡る諸課題への幅広い見地からの対応、⑥ITをはじめとする経済社会イ

ンフラの整備と消費者にやさしい経済社会へ、⑦環境保全や効率化に対応しつつエネルギ
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表4 経済産業省（通商産業省）の政策展開の背景と方向づけ

政策実際例 背景状況把握 優先づけ価値体系 規範 行為の方向づけ

組織改革 規制緩和や市場経 政策の重点を個別 権限拡大の画策 各省連携により、

済化が進み、 「通産 産業の振興から税 ， 機動的な経済政

組 省不要論」が一段と 制・年金などの制度 策立案機能を再

織 強まる 改革ヘシフト 構築しようとい

の う動き。

あ 政策評価 リゾート地域整備 無駄な事業や投資 政策評価結果を予 政府は政策評価

り のための税制•財政 を減らし、行政の効 算に効果的に反映 白書を発行し、そ

方 の優遇策を景気低 率性を高めること させる。 の中で事業の 2

迷に伴って実績が 割見直しを決定

低下しているもの した

がある

不良債権対応 建設、ノンバンク、 産業・金融の一体再 金融庁内に局長、課 不良債権の抜本

流通など過剰債務 生、大規模な業界再 長クラスで構成す 処理の実行

企業が目立つ業界 編で大企業の退出 る「産・金チーム」

の立て直しと不良 を迫れば、雇用問題 を設置

債権問題の打開を が深刻に

構 ねらって連絡会議

造 を設置

改 雇用政策 米国では、 19 8 8 健康関連産業の市 次世代の健康機器 健康関連の新産

革 年から 10年間に 場規模は現在の約 の開発や、ニューサ 業創出を目指す

健康サービス産業 2兆円から 4倍以 ービスの実証実験 産学官組織「健康

の急成長によって 上膨らむ など具体的な事業 サービス産業創

約 33 0万人の新 化に向けた取り組 造研究会」を設置

規雇用が発生 みを行う

競争政策 大企業が仕事のほ 中小企業全体の底 不当な商慣行など 流通・物流等の分

しい中小企業の弱 上げを目的として の「暗黙のルール」 野での競争ルー

みにつけ込む形で きた政策を転換し、 への監視を強化す ルづくりを課題

不当なリペートを 新規参入を拡大し ることが重要 に挙げる。電カ・

強要するなどの行 て競争力ある企業 ガス分野では公

競 為が増える一方 を育てる 取委と共同でガ

争 イドライン作成

力 ヘ

政 ベンチャー 3 4の国立大学に 大学がもう少し二 大学院教育の充実 産学連携を強化

策 促進政策 ペンチャービジネ ーズに敏感になり、 による人材育成や、 し、研究成果や人

スラポラトリーが 社会に軸足を置く 学生起業への支援 材を社会で生か

あり、学部・大学院 ことが必要だ。 策などが必要。 す仕組み作り、 3

でペンチャー企業 年間で 10 0 0 
関連の講義をする 社の大学発ベン

大学も増えてきた。 チャーを育成す

る目標
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政策実際例 背景状況把握 優先づけ価値体系 規範 行為の方向づけ

知的財産政策 企業の製造ノウハ 知的財産を活用す 特許法改正、不正競 2 0 0 5年まで

科 ウや顧客名簿とい ることが産業競争 争防止法改正 に世界有数の「知

,,,_ 子 った営業秘密の漏 力強化につながる 的財産立国」を実

技 洩の可能性の増大 現する

術

関
情報通信政策 従来の IT教育は、 高度な IT人材の I Tに関する総合 I T分野の技術

連
特定のソフトやサ 育成が必要とされ 的な「実務能力」を 者の技能を客観

政
ービスに関する技 ている 判断する者が必要 的に評価するた

策
能を高めるものが であり、 11職種、 めの指標である

中心であった。 IT 3 8分野について 「ITスキル標

に関わる総合的実 7段階のレベルを 準」を定めた

務能力の判定指標 ョ欧n、r疋ら

が求められている。

通商政策 内外経済の一体化、 貿易自由化を二国 規制緩和と構造

世界は二国間や地 間や地域間でも推 改革を進めない

域ごとの自由化に 進する重層的政策 と製造業でさえ

走っている 国際競争力が低

国 下しかねないと

際 警鐘をならす

政 ODA政策 経済産業省出身の 政府開発援助 (OD ODAの柱である 戦略的 ODAへ

策 川口順子氏の外務 A) を相手国との関 円借款は、外務、経 の転換の橋頭堡

大臣就任 係強化のみならず、 済産業、財務の三省 として、 ODA担

日本の産業力底上 が所管、経済産業省 当の外務省経済

げにもつなげるべ は、主務官庁を内閣 協力局長に経済

き 府とするよう働き 産業省出身者が

かけ 就く

地域経済政策 産業クラスター計 大学近郊に住宅地 大学と企業による 特定の先端分野

画の重点は、産学連 が造成され、研究所 地域密着型のネッ で産業集積を進

携による技術開発 施設が実現すれば、 トワークを形成 める「クラスター

から市場の求める 米国に近い環境で 構想」が全国各地

製品を提供するマ 研究のクラスター で活発になって

地 ーケットインヘ ができる きた

域 中小企業の 中小ベンチャー企 土地担保主義の見 競争力に劣る企業 弱小企業に退場

政 構造問題へ 業の間で不良債権 直し の淘汰はやむを得 促進

策 の対応 問題の増加 ない

雁用の受け皿と成 借入金返済分税

るベンチャー企業 控除によるベン

の創出・育成 チャー企業創

出・育成

都市政策 開発至上主義に走 土地の有効利用を 骨太で包括的な 2 都市再生・土地の

った 20世紀の都 通じて、防災、国際 1世紀型都市のピ 流動化

市施策、環境破壊に 化などの面から都 ジョンを提示

つながる郊外スプ 市施策に取り組む

ロール開発を加速
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ーの安定供給を実現する、⑧知的な活動を保護し、技術開発の基盤となる制度の充実、⑨

独立した中小企業の成長と発展を通じて経済を活性化する、⑩自らの責任で効率的により

良い事業を行う、⑪迅速な意思決定、柔軟な業務運営の実現、などの考え方がある261。以

上のような組織編成のもとに、経済産業省の新たなミッションとして、①産業のみならず

経済社会システム全体を視野に入れる、②高齢者、 NPO、地域など多様な価値観を反映す

る、③内外経済融合の中で、国内・国際一体の政策運営を行う、④地球環境問題や少子高

齢化問題を解決する、⑤新しい地域経済社会を切り開くイノベーションを促進する、など

が強調されている。このように経済産業省自身が表明している方針の分析を行うとともに、

中央省庁等改革基本法 (1998年10月成立）の中に経済産業省の編成方針として、まず「経

済構造改革を推進すること」（第21条）が所掌事務の第一に位置づけられ、産業政策につ

いては、「個別産業の振興又は産業間の所得再配分を行う施策から撤退、又は縮小し、市

場原理を尊重した施策に移行すること」（第21条2. イ）などが示されている271ことなど

も十分に把握した上で、経済産業省（通商産業省）の政策展開の方向性を把握する必要が

ある。

さらに、経済産業省には、各種審議会、研究会が置かれている。たとえば産業構造審議

会、消費経済審議会、日本工業標準調査会、計量行政審議会、化学物質審議会、総合資源

エネルギー審議会、中央鉱山保安審議会、工業所有権審議会、中小企業政策審議会、独立

行政法人評価委員会、などが設けられており、それらの下に各種の分科会、部会が設けら

れている281。それらの審議結果は経済産業省のホームページにおいて公表されるとともに、

パプリックコメント制度によって、国民の多様な価値観を反映する機会を確保することが

めざされている291。このような制度があることと、現実の経済産業省の政策展開との間には、

どのような相互作用関係があるのかの掘り下げが必要であったとも言えるが、本稿では、

そこまで十分には、検討を掘り下げることはできなかったことをここで指摘しておきたい。

VJI 結び

現実の経済産業省における政策展開および価値体系変化の様相を筆者のモデルに当ては

めて理解できることを示してきた。もちろん、その際の説明論理は、経済産業省という政

26) ここでの記述は、経済産業省発行のパンフレットにもとづいている。

27)新庄 (2001)pp.14-15参照。
28)経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/reporVcornmittee/index.htrnl参照。

29)経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/feedback/index.htrnl参照。
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府組織体についての代替的な見方の一つであるに過ぎない。特に、経済産業省という巨大

な省庁を単一組織体と見て、その行動様式をとらえようとする点については、官邸、政治

家、財界、産業界、労働団体、消費者団体、外国政府などとの相互作用をより明示的に取

り扱うべきであるとの批判が投げかけられ得るであろう。また、経済産業省に関する設置

法など、様々な法制度との関連で、経済産業省の行為の方向づけがなされている点につい

ても一層の掘り下げが必要であろう。

さらに、経済産業省の組織構成の分析をより詳細に行うことや、各種審議会、研究会の

活動分析を行うことによって、政策形成プロセスのより詳細な解明が可能となるであろう。

これらの点は、経済産業省自体が、その中に埋め込まれている構造のより詳細な掘り下げ

の必要性を指摘しているのである。

ところが、本稿では、このような構造分析という視点からではなく、経済産業省という

組織体の行為分析という視点からの分析取り組みを行った。行政組織体の価値観変化の説

明論理も組み込みつつ、このような行政組織体の行為分析アプローチを一層推し進めるこ

とにより、変化する経済社会のもとでの行政組織体の政策展開のあり方の解明が可能とな

るだけでなく、行政組織体におけるより有効な政策展開のあり方についての提言に至るこ

とが期待されうる。
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